
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
政
党
届
出
）

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
関
す
る
事
項

名

称

（

ふ

り

が

な

）

何

々

（
〒

）

本
部
の
所
在
地

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
字
何
（
町
）
何
番
地

（
電
話

）

代
表
者
の
氏
名

氏

名

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

候
補
者
に
関
す
る
事
項

氏

名

（

ふ

り

が

な

）

性

別

氏

名

本

籍

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
字
何
（
町
）
何
番
地

住

所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
字
何
（
町
）
何
番
地

生

年

月

日

何
年
何
月
何
日

（
満
何
歳
）

職

業

何
々

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

選

挙

何
年
何
月
何
日
執
行

何
選
挙
の
何
選
挙
区

同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
又

は
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
し
よ
う
と
す
る
者

一

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
綱
領
、
党
則
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
記
載
し
た
文

書
二

候
補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書

三

候
補
者
の
重
複
届
出
を
し
て
い
な
い
旨
の
宣
誓
書

四

候
補
者
と
な
る
こ
と
の
同
意
書

添

付

書

類

五

候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
旨
の
宣
誓
書

六

候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
手
続
等
を
記
載
し
た
文
書
及
び
宣
誓
書

七

供
託
証
明
書

八

候
補
者
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

備
考

右
の
通
り
関
係
書
類
を
添
え
て
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
を
し
ま
す
。

何
年
何
月
何
日

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

本
部
の
所
在
地

代
表
者

氏

名

印

何
選
挙
長

氏

名

あ
て

備
考一

「
生
年
月
日
」
欄
の
年
齢
は
、
選
挙
の
期
日
現
在
の
満
年
齢
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

「
職
業
」
欄
に
は
、
職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
、
衆
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
に
あ
る

者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

「
一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
」
欄
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
た

め
に
利
用
す
る
一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
又
は
衆
議
院
名
簿
登
載

者
と
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る

衆
議
院
名
簿
登
載
者
又
は
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
し
よ
う
と
す
る
者
」
欄
に
「
該
当
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五

法
第
八
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
又
は
令
第
八
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す

る
文
書
の
添
付
を
省
略
す
る
場
合
に
は
、
「
添
付
書
類
」
欄
の
「
備
考
」
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。


